
個
人
質
問

SAMMU知新SAMMU知新  池池
いけいけ

田田
だだ

  久久
ひさひさ

和和
かずかず

 議員 議員

新政会 新政会 櫻櫻
さくらさくら

田田
だだ

  基基
もともと

介介
すけすけ

 議員 議員

不
登
校
へ
の
対
応

不
登
校
へ
の
対
応

問 

　

不
登
校
の
定
義
は『
登
校
し
な
い
、

あ
る
い
は
し
た
く
て
も
で
き
な
い
状
況
で
、

年
間
30
日
以
上
欠
席
し
た
児
童
生
徒
の
う
ち

病
気
や
経
済
的
な
理
由
を
除
く
』と
さ
れ
て

い
ま
す
。
文
部
科
学
省
調
査
に
よ
る
と
、
全

国
で
の
不
登
校
児
童
生
徒
は
11
年
連
続
増
加

中
で
、令
和
５
年
度
は
34
万
６
４
８
２
人（
前

年
度
比
４
万
７
４
３
４
人
増
）で
し
た
。

　

ま
た
、
い
じ
め
件
数
は
小
中
高
で
73
万
２

５
６
８
人（
前
年
度
比
５
万
６
２
０
人
増
）と

な
っ
て
お
り
大
変
危
機
的
な
状
況
で
す
。

　

本
市
の
不
登
校
児
童
生
徒
数
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

教
育
部
長　

本
市
で
は
、
令
和
４

年
度
は
小
学
生
20
人
・
中
学
生
77
人
、
令
和

５
年
度
は
小
学
生
32
人
・
中
学
生
79
人
で
す
。

問 

　

不
登
校
の
人
数
と
は
別
に
、
気
が

か
り
な
の
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て

い
る
児
童
生
徒
数
に
つ
い
て
で
す
。（
下
表

参
照
）

　

増
え
続
け
る
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
し
て
、

学
校
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
の

か
伺
い
ま
す
。

答 

　

教
育
部
長　

不
登
校
児
童
生
徒
の

う
ち
多
く
は
週
に
数
日
登
校
し
て
お
り
、
学

級
担
任
や
他
の
教
職

員
が
別
室
で
対
応
す

る
な
ど
、
個
々
に
応

じ
て
支
援
し
て
い
ま

す
。

　

学
校
に
登
校
で
き

な
い
児
童
生
徒
に
は
、

定
期
的
な
家
庭
訪
問

を
行
い
、
学
校
と
の

つ
な
が
り
を
保
つ
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

問 
　

多
様
化
す
る
不
登
校
へ
の
課
題
と

対
策
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

教
育
長　

不
登
校
問
題
の
難
し
さ

は
、
そ
の
原
因
が
特
定
し
に
く
い
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
多
様
な
原
因
が

複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、「
児
童
生
徒
一

人
一
人
に
寄
り
添
い
、
丁
寧
に
対
応
し
て
い

く
」こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
子

が
不
登
校
に
至
っ
た
背
景
ま
で
思
い
を
巡
ら

せ
、
保
護
者
の
願
い
も
考
慮
し
な
が
ら
、
個

に
応
じ
た
細
か
な
対
応
を
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
好
事
例
も
報
告
さ
れ

て
お
り
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
た
可
能
性

を
広
く
探
り
な
が
ら
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
研
究
し
て
い
き
ま
す
。

【
そ
の
他
の
質
問
】▼
大
高
善
兵
衛
公
園
の
利

活
用
▼
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

問 

　

本
市
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
状
況
お
よ
び
更
新
手
続
方
法
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

市
民
部
長　

令
和
６
年
10
月
末
日

時
点
で
、
交
付
累
計
は
３
万
９
１
９
３
件（
交

付
率
81
・
03
％
）で
す
。
カ
ー
ド
自
体
は
10
年

（
18
歳
未
満
は
５
年
）、
電
子
証
明
書
は
５
年
を

経
過
す
る
と
更
新
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

有
効
期
限
の
３
か
月
前
を
目
途
に
更
新
手
続

き
の
案
内
を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
の
更
新
は
市
役
所
窓
口
で
行

い
、
カ
ー
ド
自
体
の
更
新
は
新
規
申
請
と
同

様
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
郵
便
等
で
行
い
ま
す
。

問 

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

答 
　

市
民
部
長　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
有

効
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証

を
持
た
な
い
方
に
発
行
す
る
資
格
確
認
書
は

１
年
の
有
効
期
限
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問 

　

市
役
所
庁
舎
内
に
令
和
６
年
10
月

か
ら
設
置
し
た
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
対
応
行
政

キ
オ
ス
ク
端
末
の
運
用
状
況
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

市
民
部
長　

令
和
６
年
11
月
15
日

時
点
で
合
計
１
７
５
件
の
利
用
が
あ
り
、
特

に
、
住
民
票
と
印
鑑
証
明
書
の
交
付
が
多
い

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
使
い
方
が
不
明
な
場
合

は
、
職
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
お
り
、
引
き
続

き
利
便
性
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

中
小
企
業
利
子
補
給
事
業

中
小
企
業
利
子
補
給
事
業

問 

　

本
市
中
小
企
業
運
営
資
金
利
子
補

給
制
度
の
概
要
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

産
業
振
興
部
長　

中
小
企
業
者
が

運
営
資
金
等
の
調
達
の
た
め
、
借
入
れ
を
し

た
際
の
利
子
の
一
部
を
補
給
す
る
制
度
で
す
。

問 

　

令
和
２
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま

で
の
利
子
補
給
率
お
よ
び
限
度
額
、
決
定
方

法
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答 

　

産
業
振
興
部
長　

延
滞
利
子
を
除

い
た
年
利
子
支
払
額
の
30
％
以
内（
限
度
額

30
万
円
）と
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
２
年
度

か
ら
令
和
４
年
度
は
、
急
激
な
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
補
給
率
50
％

（
限
度
額
30
万
円
）と
し
て
実
施
し
、
コ
ロ
ナ

禍
後
の
令
和
５
年
度
は
、
補
給
率
30
％（
限

度
額
30
万
円
）で
実
施
し
ま
し
た
。

問 

　

令
和
６
年
度
の
利
子
補
給
率
と
限

度
額
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

産
業
振
興
部
長　

無
利
子
無
担
保

融
資
の
利
子
補
給
期
間
終
了
に
よ
り
、
有
利

子
返
済
が
開
始
さ
れ
、
中
小
企
業
者
の
金
利

負
担
が
増
加
す
る
中
、
一
層
の
支
援
が
必
要

と
判
断
し
、
補
給
率
を
50
％（
限
度
額
30
万

円
）と
し
て
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

年度 小学校 中学校 合計
令和元年度 41人 57人 98人
令和 2年度 32人 47人 79人
令和 3年度 41人 78人 119人
令和 4年度 53人 99人 152人
令和 5年度 91人 125人 216人

山武市の長期欠席児童生徒数
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